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石  川  県 

白 山 市 ・ 能 美 市



有機フッ素化合物（PFAS）対策の推進について 

 

近年、全国各地の河川・地下水・水道水等で有機フッ素化合物（PFAS）

の検出に伴う報道が相次ぎ、国民の関心が高まっております。 

このような中、白山市では地元企業敷地の地下水から、公共用水域及び

地下水の指針値（50ng/L）を大きく超過した有機フッ素化合物（PFAS）

が検出され、その後に石川県が実施した水質調査により、白山市、能美市

両市の複数の井戸において、指針値を超過した値が検出されたことから、

多くの市民が不安を感じている状況です。 

これを受けて、両市においては、直ちに飲用となる市水道水の水質検査

を行い安全を確認したほか、白山市では、融雪井戸、伏流水なども水質調

査の対象に広げ、さらに血液検査を実施するなど市民の不安払しょくに努

めてまいりました。 

国においては、令和 8年4月から水道水の水質基準にPFOS及び、PFOA

を追加し、水道事業者への検査を義務付けるなど、飲用による暴露防止の

徹底に努めていますが、健康への被害や、農作物等への影響及び、対策な

どについて、明確な指針が示されていないことから、市民の不安解消に向

けた対応が困難な状況です。加えて、本件は両市に及ぶため、国の指針に

基づく統一的な対応が必要であると考えております。 

こうした課題の解決に向けて国による率先した対策をお願いしたく、下

記のとおり要望いたします。 

 

記 

 

１ 有機フッ素化合物（PFAS）について、科学的知見の集積を行い、健

康への影響や、農産物等への影響を明らかにし、市民の不安払しょく及び

風評被害の防止を図るとともに、影響が懸念される場合は、早急にその対

策を検討し、自治体に対して必要な支援を行うこと。 

 

２ 自治体に対し、周辺住民への健康相談や、血中濃度検査の実施などを

含む今後の対応への助言や技術的支援のほか、対策に係る必要な費用につ

いて、財政支援を行うこと。 

 

３ 指針値を超える PFOS 及び PFOA が検出された本件の要因の特定に

向けた調査及び、高濃度地点の継続的な監視並びに汚染の拡散防止策など

の対策を講じること。 

 



４ PFOS 及び PFOA の環境基準の設定及び規制基準項目への追加など

法整備を進めること。 

 

５ 基準値を超過する PFOS及び PFOAが検出された事業所等に対する

指導並びに、監督を行い、周辺住民の安全・安心を確保するための措置を

講じること。 

 

 

以 上 

 

 

 

令和 8年 6月 10日 

 

 

            白山市長 田 村 敏 和 

             

 

 

            能美市長 井 出 敏 朗 
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重点要望書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石  川  県 

白 山 市 ・ 能 美 市



有機フッ素化合物（PFAS）対策の推進について 

 

近年、全国各地の河川・地下水・水道水等で有機フッ素化合物（PFAS）

の検出に伴う報道が相次ぎ、国民の関心が高まっております。 

このような中、白山市では地元企業敷地の地下水から、公共用水域及び

地下水の指針値（50ng/L）を大きく超過した有機フッ素化合物（PFAS）

が検出され、その後に石川県が実施した水質調査により、白山市、能美市

両市の複数の井戸において、指針値を超過した値が検出されたことから、

多くの市民が不安を感じている状況です。 

これを受けて、両市においては、直ちに飲用となる市水道水の水質検査

を行い安全を確認したほか、白山市では、融雪井戸、伏流水なども水質調

査の対象に広げ、さらに血液検査を実施するなど市民の不安払しょくに努

めてまいりました。 

国においては、令和 8年4月から水道水の水質基準にPFOS及び、PFOA

を追加し、水道事業者への検査を義務付けるなど、飲用による暴露防止の

徹底に努めていますが、健康への被害や、農作物等への影響及び、対策な

どについて、明確な指針が示されていないことから、市民の不安解消に向

けた対応が困難な状況です。加えて、本件は両市に及ぶため、国の指針に

基づく統一的な対応が必要であると考えております。 

こうした課題の解決に向けて国による率先した対策をお願いしたく、下

記のとおり要望いたします。 

 

記 

 

１ 有機フッ素化合物（PFAS）について、科学的知見の集積を行い、健

康への影響や、農産物等への影響を明らかにし、市民の不安払しょく及び

風評被害の防止を図るとともに、影響が懸念される場合は、早急にその対

策を検討し、自治体に対して必要な支援を行うこと。 

 

２ 自治体に対し、周辺住民への健康相談や、血中濃度検査の実施などを

含む今後の対応への助言や技術的支援のほか、対策に係る必要な費用につ

いて、財政支援を行うこと。 

 

３ 指針値を超える PFOS 及び PFOA が検出された本件の要因の特定に

向けた調査及び、高濃度地点の継続的な監視並びに汚染の拡散防止策など

の対策を講じること。 

 



４ PFOS 及び PFOA の環境基準の設定及び規制基準項目への追加など

法整備を進めること。 

 

５ 基準値を超過する PFOS及び PFOAが検出された事業所等に対する

指導並びに、監督を行い、周辺住民の安全・安心を確保するための措置を

講じること。 

 

 

以 上 

 

 

 

令和 8年 6月 10日 

 

 

            白山市長 田 村 敏 和 

             

 

 

            能美市長 井 出 敏 朗 

 

 

 

 

 

 

 


